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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両に備えられた駆動輪に対して、ドライバが要求する基本要求駆動力を発生させるべ
く、その基本要求駆動力に相当する物理量を演算する基本要求駆動力演算部（２ａ）と、
　前記車両における前輪および後輪それぞれに加えられる荷重を検出する前後輪荷重演算
部（２ｇ）と、
　前記車両における仮想的な旋回半径を推定する仮想旋回半径推定部（２ｈ）と、
　前記前後輪荷重演算部および前記仮想旋回半径推定部での演算結果に基づき、車速をＶ
［ｍ／ｓｅｃ］、舵角をδ［ｒａｄ］、前後輪のタイヤコーナリングパワーをそれぞれＫ
ｃｆ、Ｋｃｒ［Ｎ／ｒａｄ］とし、前記車両のバネ上における車体質量［ｋｇ］をＭ、ホ
イールベース［ｍ］をＬ、車両重心と前輪軸との間の距離［ｍ］をＬｆ、車両重心と後輪
軸との間の距離［ｍ］をＬｒとして前記旋回半径ρを数式１で表したとき、
【数１】
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　スタビリティファクタが前記数式１におけるＡにて表され、該数式１におけるＬｆｋｃ
ｆ－ＬｒＫｃｒの目標値を演算することにより、前記スタビリティファクタの目標値を演
算する目標値演算部（２ｉ）と、
　前記目標値演算部によって演算された前記目標値に追従するように、前記基本要求駆動
力演算部が演算した前記基本要求駆動力に相当する物理量を補正する制振補正制御部（２
ｊ）とを備え、この制振補正制御部（２ｊ）によって補正された補正後物理量に応じた駆
動力を前記駆動輪に発生させるようになっており、
　前記制振補正制御部は、前記車両におけるバネ上振動モデルに基づいて前記車両におけ
る状態量を示した状態方程式を有していると共に、前記状態方程式に基づいて前記スタビ
リティファクタを前記状態量で表した出力方程式を有しており、前記出力方程式と前記状
態量とから求められるスタビリティファクタと、前記目標値演算部で演算されたスタビリ
ティファクタの前記目標値との差に基づいて、前記基本要求駆動力に相当する前記物理量
の補正を行うようになっていることを特徴とする車両安定化制御システム。
【請求項２】
　前記基本要求駆動力演算部は、前記基本要求駆動力に相当する物理量として、基本要求
トルクを演算するものであることを特徴とする請求項１に記載の車両安定化制御システム
。
【請求項３】
　前記前後輪接地荷重演算部は、前記前後輪接地荷重として、前記車両が定常走行状態の
際に前記前輪および後輪それぞれに加わる前後輪静的接地荷重を演算するものであり、
　前記目標値演算部は、この前後輪静的接地荷重に基づいて、前記スタビリティファクタ
の目標値を演算するようになっていることを特徴とする請求項１または２に記載の車両安
定化制御システム。
【請求項４】
　前記車両が走行中の路面の勾配を推定する推定道路勾配算出部（２ｄ）を備え、
　前記前後輪接地荷重演算部は、前記前後輪接地荷重として、前記車両が定常走行状態の
際に前記前輪および後輪それぞれに加わる前後輪静的接地荷重を演算すると共に、前記推
定道路勾配算出部で演算された推定道路勾配に基づいて、その推定道路勾配を前記車両が
定常走行した場合における前記前後輪接地荷重の変動量を演算し、前記前後輪静的接地荷
重から前記推定道路勾配による変動分を見込んだ値を前後輪接地荷重として求めるように
なっており、
　前記目標値演算部は、この前記推定道路勾配による前記前後輪設置荷重の変動分を見込
んだ前後輪接地荷重に基づいて、前記スタビリティファクタの目標値を演算するようにな
っていることを特徴とする請求項１または２に記載の車両安定化制御システム。
【請求項５】
　前記車両における車輪に加えられる走行抵抗外乱を推定する走行抵抗外乱推定部（２ｆ
）を有し、
　前記制振補正制御部は、前記走行抵抗外乱推定部によって推定される走行抵抗外乱を鑑
みて、前記状態方程式における前記状態量を求め、求めた状態量と前記出力方程式とに基
づいて前記スタビリティファクタを求めると共に、該スタビリティファクタの前記目標値
との差を求めるようになっていることを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１つに記
載の車両安定化制御システム。
【請求項６】
　前記走行抵抗外乱推定部は、前記車両に備えられた前輪の車輪速度の微分値と該車両の
重量とに基づいて、前記走行抵抗外乱として前記前輪の走行抵抗外乱を求めるようになっ
ていることを特徴とする請求項５に記載の車両安定化制御システム。
【請求項７】
　前記車両の外の状況の画像を撮影すると共に、その画像データを出力する画像認識手段
（１６）を有し、
　前記仮想旋回半径推定部は、前記車載カメラの画像データのオプティカルフローに基づ
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いて、前記仮想旋回半径を推定するようになっていることを特徴とする請求項１ないし６
のいずれか１つに記載の車両安定化制御システム。
【請求項８】
　前記仮想旋回半径推定部は、前記画像認識手段の画像データの中に障害物が存在し、そ
の障害物が自車両から所定距離以上離れているような場合には、前記車両が回転運動より
も横方向の並進運動を優先して行うように前記仮想旋回半径を設定し、所定距離以内に接
近しているような場合には、前記車両が横方向の並進運動よりも回転運動を優先して行う
ように前記仮想旋回半径を設定するようになっていることを特徴とする請求項７に記載の
車両安定化制御システム。
【請求項９】
　前記車両における車速に応じた出力を発生させる車速検出手段（４ａ、４ｂ）を有し、
　前記仮想旋回半径推定部は、前記車速検出手段によって検出された車速が所定速度より
も速く、前記車両が高速走行中であるときには、前記車両が回転運動よりも横方向の並進
運動を優先して行うように前記仮想旋回半径を設定し、前記所定速度よりも遅く低速走行
中であるときには、前記車両が横方向の並進運動よりも回転運動を優先して行うように前
記仮想旋回半径を設定するようになっていることを特徴とする請求項７または８に記載の
車両安定化制御システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、前後車輪それぞれの接地荷重の変化によるコーナリングパワーの変化を管理
することで、車両走行の安定化を図る車両安定化制御システムおよび車両安定化制御方法
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、車両走行制御において、白線などで示された車線内を確実に走行できるように車
両を制御するレーンキープ制御が知られている（例えば、特許文献１、２参照）。
【０００３】
　レーンキープ制御では、走行路面に記された白線を車載カメラ等によって認識し、その
白線で示された道路軌跡に沿って車両が走行できるように、ステアリング角度を自動的に
制御するようになっている。これにより、走行路面に記された白線から逸脱することなく
、車両を正しい軌跡に沿って走行させることが可能となる。
【特許文献１】特開２０００－１６８５９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記各制御によって白線から逸脱することなく走行させることが可能に
なるものの、単に、白線との関係によってステアリング角を調整するものであるため、ド
ライバは車両の挙動に応じてステアリングの修正動作を行わなければならなかった。この
ような運転負担をドライバに与えてしまう根本原因を究明し、そのような運転負担を低減
することが望まれる。
【０００５】
　これに関して本発明者らが鋭意検討を行った。その結果、路面その他の外的要因（路面
外乱）による車体挙動の変動が車体姿勢や走行軌道を乱し、これによる車体の姿勢や振動
がドライバのステアリング操作そのものにも外乱成分を誘発するために上記のような運転
負担が発生すると結論づけた。
【０００６】
　すなわち、車両の走行軌跡は、時々刻々の車両の姿勢と位置が有限時間積分したものと
考えられる。このため、不本意な車両挙動により、ドライバが意図する走行ラインからず
れたとき、ドライバが修正操作を強いられるのである。
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【０００７】
　このようなドライバ操作外乱や路面外乱の影響という問題は、レーンキープ制御中だけ
でなく、通常の旋回動作等においても同じことが言え、上記と同様に解決が望まれると考
えられる。
【０００８】
　本発明は上記点に鑑みて、ドライバ操作外乱や路面外乱の影響を抑圧し、車体姿勢や車
両特性を安定化させることを目的とする。
【０００９】
　また、ドライバの運転負担を低減できるようにすることも目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記目的を達成すべく、本発明者らはドライバが修正操作を強いられる根本原因につい
て探求した。その結果、上述したドライバ操作外乱や路面外乱などによって各車輪に加え
られる前後輪の接地荷重が変動し、この接地荷重の変動によって各タイヤのコーナリング
パワーが変動しているのに、このコーナリングパワーを鑑みた制御が行われていないため
に、上記修正操作が必要になることが判った。
【００１１】
　この前後輪の接地荷重の変動について説明する。前後輪の接地荷重の変動は、例えば、
ピッチング振動等によって生じる。ピッチング振動とは、車両重心を中心に車両左右軸周
りに発生する振動であり、このピッチング振動によるエネルギーをピッチング振動エネル
ギーという。
【００１２】
　ピッチング振動は、駆動（加速）時のスコート、制動（減速）時および操舵（旋回）時
のノーズダイブにより発生する。図１３は、これら各状態を示した図である。
【００１３】
　図１３（ａ）のように、駆動（加速）時には、車体側が車輪の回転に追従できず取り残
されてしまうために、車両の重心を中心として車両前方側（ノーズ）が浮き上がってしま
いスコートが発生する。また、図１３（ｂ）のように、制動（減速）時には、車輪に対し
て制動力が発生させられた際に車体側が慣性により車輪の減速に追従できないために、車
両の重心を中心として車両前方側（ノーズ）が沈むノーズダイブが発生する。そして、図
１３（ｃ）のように、操舵（旋回）時には、コーナリングドラッグが発生することから、
それに基づいて車輪が減速し、制動（減速）時と同様にノーズダイブが発生する。
【００１４】
　このようなスコート、ノーズダイブといった車両重心を中心として生じる回転振動がピ
ッチング振動であり、それを発生させるエネルギーとなるものがピッチング振動エネルギ
ーである。このようなピッチング振動エネルギーは、車両走行中、常に発生するものであ
る。
【００１５】
　そして、このようなピッチング振動等によって、前後輪それぞれの接地荷重や車輪に加
わる力の関係が定常走行時に対して変動する。すなわち、図１３（ａ）に示すように、ス
コート時には定常走行時に比べて前輪接地荷重Ｗｆが小さく後輪接地荷重Ｗｒが大きくな
り、駆動トルク反力が大きくなる。図１３（ｂ）に示すように、減速によるノーズダイブ
時には定常走行時に比べて前輪接地荷重Ｗｆが大きく後輪接地荷重Ｗｒが小さくなる。し
たがって、前輪制動力が大きく、後輪制動力が小さくなる。また、図１３（ｃ）に示すよ
うに、旋回によるノーズダイブ時にも定常走行時に比べて前輪接地荷重Ｗｆが大きく後輪
接地荷重Ｗｒが小さくなる。
【００１６】
　このように接地荷重Ｗｆ、Ｗｒが変動するために、コーナリングパワーが変動し、その
ために車両の旋回が安定せず、ステアリングの修正動作などの操作負担をドライバに強い
ることになるのである。
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【００１７】
　これらピッチング振動と前後輪接地荷重および前後輪コーナリングパワーの関係をタイ
ミングチャートで示すと、図１４のような関係となっていることが判る。すなわち、図１
４（ａ）のようなピッチング振動が発生したとした場合、図１４（ｂ）に示されるように
、前輪および後輪荷重Ｗｆ、Ｗｒが定常走行時の前輪および後輪荷重Ｗｆｏ、Ｗｒｏにピ
ッチング振動による変動分となるΔＷｆ、ΔＷｒを足し合わせた数式１に示されるものと
なる。
【００１８】
　（数１）
　　Ｗｆ＝Ｗｆｏ＋ΔＷｆ、Ｗｒ＝Ｗｒｏ＋ΔＷｒ
　したがって、前輪および後輪荷重Ｗｆ、Ｗｒは、ピッチング振動の波形に対応する波形
となる。そして、図１４（ｃ）に示されるように、前輪および後輪のコーナリングパワー
Ｋｃｆ、Ｋｃｒに関しても、タイヤ特性の線形領域においては前輪および後輪荷重Ｗｆ、
Ｗｒと係数Ｃｗとの積となることから、定常時におけるコーナリングパワーＫｃｆｏ、Ｋ
ｃｒｏの波形は、前輪および後輪荷重Ｗｆ、Ｗｒと同様になる。
【００１９】
　したがって、ピッチング振動等を原因として生じる前後輪接地荷重の移動を利用して、
車両の横運動を支配するステアリング特性が安定化するように、エンジンが発生させる車
軸トルクを補正すれば、車体の姿勢および車両特性の乱れを効果的に抑制できると考えら
れる。
【００２０】
　次に、本発明者らは、車両における状態量について、バネ上振動モデルを設定して検討
した。
【００２１】
　図１５に示すバネ上振動モデルの模式図を参照して、車両における状態量について説明
する。
【００２２】
　図１５に示すバネ上振動モデルは、任意の定常状態を基準としたトルク反力の変化分Δ
Ｔｒを受けて、バネ上部分に対してピッチング中心周りの振動を発生させることを想定し
ている。ここでは、車体を水平方向と平行な任意の基準平面からなる平板と見立てて、そ
の平板にサスペンションに支持されてタイヤが備えられ、また、エンジンおよびトランス
ミッション等もバネ要素を持つマウントを介して車体に支持されているものとして、バネ
上振動を想定している。
【００２３】
　このバネ上振動モデルにおいて、各定数を次のように設定している。まず、基準平面Ｂ
に備えられた前輪および後輪それぞれの車輪について、サスペンションのバネ定数がＫｆ
、Ｋｒ、サスペンションの減衰係数がＣｆ、Ｃｒ、エンジンとトランスミッションの重量
がｍ、エンジンマウントにおけるバネ定数がＫｅ、減衰係数がＣｅとしている。
【００２４】
　また、タイヤ半径をｒとし、バネ上における車体質量［ｋｇ］をＭ、エンジンとトラン
スミッション（Ｔ／Ｍ）の質量［ｋｇ］をｍ、ホイールベース［ｍ］をＬ、車両重心と前
輪軸との間の距離［ｍ］をＬｆ、車両重心と後輪軸との間の距離［ｍ］をＬｒ、車両重心
とエンジンおよびＴ／Ｍ重心との間の距離［ｍ］をＬｅ、車体基準線（基準平面の高さ）
と車両重心の高さとの間の距離［ｍ］をｈｃとしている。
【００２５】
　そして、車体のピッチング慣性モーメント［ｋｇｍ2］をＩｐ、重力加速度［ｍ／ｓ2］
をｇとしている。
【００２６】
　一方、独立変数については、バネ上における車体の垂直方向変位［ｍ］をｘ、エンジン
およびＴ／Ｍの垂直方向の変位をｘｅ、仮想ピッチング中心周りのピッチ角［ｒａｄ］を
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θｐとしている。
【００２７】
　まず、ピッチング中心に対しての仮想ピッチ角がθｐとして表されることから、ピッチ
ング中心からＬｆ離れた前輪軸におけるピッチ中心周りでの変位量はＬｆθｐとなり、ピ
ッチング中心からＬｒ離れた後輪軸におけるピッチ中心周りでの変位量はＬｒθｐとなる
。このため、車体の垂直方向変位は、前輪側ではｘ＋Ｌｆθｐ、後輪側ではｘ－Ｌｆθｐ
となる。
【００２８】
　従って、車体のピッチ中心周りの運動方程式は、数式２のように表される。
【００２９】
　（数２）
　Ｉｐθｐ’’＝－Ｌｆ｛Ｋｆ（ｘ＋Ｌｆθｐ）＋Ｃｆ（ｘ’＋Ｌｆθｐ’）｝
　　　　　－Ｌｅ｛Ｋｅ（ｘ＋Ｌｅθｐ－ｘｅ）＋Ｃｅ（ｘ’＋Ｌｅθｐ’－ｘｅ’）｝
　　　　　＋Ｌｒ｛Ｋｒ（ｘ－Ｌｒθｐ）＋Ｃｒ（ｘ’－Ｌｒθｐ’）｝
　　　　　＋ｈｃθｐＭｇ＋（ｈｃｇ-ｈｃ）ΔＴｒ/ｒ＋ΔＴｒ
　また、車体上下運動の方程式とエンジン１およびＴ／Ｍの上下運動の方程式は、それぞ
れ数式３、数式４のように表される。
【００３０】
　（数３）
　Ｍｘ’’＝－Ｋｆ（ｘ＋Ｌｆθｐ）－Ｃｆ（ｘ’＋Ｌｆθｐ’）
　　　　－Ｋｅ（ｘ＋Ｌｅθｐ－ｘｅ）－Ｃｅ（ｘ’＋Ｌｅθｐ’－ｘｅ’）
　　　　－Ｋｒ（ｘ－Ｌｒθｐ）－Ｃｒ（ｘ’－Ｌｒθｐ’）
　（数４）
　ｍｘｅ’’＝－Ｋｅ（ｘｅ－ｘ－Ｌｅθｐ）－Ｃｅ（ｘｅ’－ｘ’－Ｌｅθｐ’）
　そして、ｘｅ’’、ｘ’’、θｐ’’を数式２～４から求めると、それぞれ数式５～７
のようになる。
【００３１】
　（数５）
　ｘｅ’’＝－Ｋｅ／ｍ・ｘｅ－Ｃｅ／ｍ・ｘｅ’＋Ｋｅ／ｍ・ｘ＋Ｃｅ／ｍ・ｘ’
　　　　＋ＫｅＬｅ／ｍ・θｐ＋ＣｅＬｅ／ｍ・θｐ’
　（数６）
　ｘ’’＝Ｋｅ／Ｍ・ｘｅ＋Ｃｅ／Ｍ・ｘｅ’－（Ｋｅ＋Ｋｆ＋Ｋｒ）／Ｍ・ｘ
　　－（Ｃｅ＋Ｃｆ＋Ｃｒ）／Ｍ・ｘ’－（ＫｆＬｆ＋ＫｅＬｅ－ＫｒＬｒ）／Ｍ・θｐ
　　－（ＣｆＬｆ＋ＣｅＬｅ－ＣｒＬｒ）／Ｍ・θｐ’
　（数７）
　θｐ’’＝ＫｅＬｅ／Ｉｐ・ｘｅ＋ＣｅＬｅ／Ｉｐ・ｘｅ’
　　　　－（ＫｆＬｆ＋ＫｅＬｅ－ＫｒＬｒ）／Ｉｐ・ｘ
　　　　－（ＣｆＬｆ＋ＣｅＬｅ－ＣｒＬｒ）／Ｉｐ・ｘ’
　　　　－（ＫｆＬｆ2＋ＫｅＬｅ2＋ＫｒＬｒ2－ｈｃＭｇ）／Ｉｐ・θｐ
　　　　－（ＣｆＬｆ2＋ＣｅＬｅ2＋ＣｒＬｒ2）／Ｉｐ・θｐ’
　　　　＋｛１＋（ｈｃｇ－ｈｃ）／ｒ｝／Ｉｐ・ΔＴｒ
　従って、各状態量をそれぞれｘｅ＝ｘ１、ｘｅ’＝ｘ２、ｘ＝ｘ３、ｘ’＝ｘ４、θｐ
＝ｘ５、θｐ’＝ｘ５、ΔＴｒ＝ｕとし、上記各数式における変数の係数をａ１～ａ６、
ｂ１～ｂ６、ｃ１～ｃ６、ｐ１と置くと、上記各式は、以下のように変換される。
【００３２】
　（数８）
　ｘｅ’’＝ａ１ｘｅ＋ａ２ｘｅ’＋ａ３ｘ＋ａ４ｘ’＋ａ５θｐ＋ａ６θｐ’
　　　　＝ａ１ｘ１＋ａ２ｘ２＋ａ３ｘ３＋ａ４ｘ４＋ａ５ｘ５＋ａ６ｘ６
　（数９）
　ｘ’’＝ｂ１ｘｅ＋ｂ２ｘｅ’＋ｂ３ｘ＋ｂ４ｘ’＋ｂ５θｐ＋ｂ６θｐ’
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　　　　＝ｂ１ｘ１＋ｂ２ｘ２＋ｂ３ｘ３＋ｂ４ｘ４＋ｂ５ｘ５＋ｂ６ｘ６
　（数１０）
　θｐ’’＝ｃ１ｘｅ＋ｃ２ｘｅ’＋ｃ３ｘ＋ｃ４ｘ’＋ｃ５θｐ＋ｃ６θｐ’＋ｐ１ｕ
　　　　＝ｃ１ｘ１＋ｃ２ｘ２＋ｃ３ｘ３＋ｃ４ｘ４＋ｃ５ｘ５＋ｃ６ｘ６＋ｐ１ｕ
　ただし、上記数式８～１０において、ａ１＝－Ｋｅ／ｍ，ａ２＝－Ｃｅ／ｍ，ａ３＝Ｋ
ｅ／ｍ，ａ４＝Ｃｅ／ｍ，ａ５＝ＫｅＬｅ／ｍ，ａ６＝ＣｅＬｅ／ｍ，ｂ１＝Ｋｅ／Ｍ，
ｂ２＝Ｃｅ／Ｍ，ｂ３＝－（Ｋｅ＋Ｋｆ＋Ｋｒ）／Ｍ，ｂ４＝－（Ｃｅ＋Ｃｆ＋Ｃｒ）／
Ｍ，ｂ５＝－（ＫｆＬｆ＋ＫｅＬｅ－ＫｒＬｒ）／Ｍ，ｂ６＝－（ＣｆＬｆ＋ＣｅＬｅ－
ＣｒＬｒ）／Ｍ,  ｃ１＝ＫｅＬｅ／Ｉｐ，ｃ２＝ＣｅＬｅ／Ｉｐ，ｃ３＝－（ＫｆＬｆ
＋ＫｅＬｅ－ＫｒＬｒ）／Ｉｐ，ｃ４＝－（ＣｆＬｆ＋ＣｅＬｅ－ＣｒＬｒ）／Ｉｐ，ｃ
５＝－（ＫｆＬｆ2＋ＫｅＬｅ2＋ＫｒＬｒ2－ｈｃＭｇ）／Ｉｐ，ｃ６＝－（ＣｆＬｆ2＋
ＣｅＬｅ2＋ＣｒＬｒ2）／Ｉｐ，ｐ１＝｛１＋（ｈｃｇ－ｈｃ）／ｒ｝／Ｉｐである。
【００３３】
　また、上記のようにｘ１～ｘ６を定義したことから、以下の関係も成り立つ。
【００３４】
　（数１１）
　ｘ’１＝ｘｅ’＝ｘ２
　（数１２）
　ｘ’２＝ｘｅ’’＝ａ１ｘ１＋ａ２ｘ２＋ａ３ｘ３＋ａ４ｘ４＋ａ５ｘ５＋ａ６ｘ６
　（数１３）
　ｘ’３＝ｘ’＝ｘ４
　（数１４）
　ｘ’４＝ｘ’＝ｂ１ｘ１＋ｂ２ｘ２＋ｂ３ｘ３＋ｂ４ｘ４＋ｂ５ｘ５＋ｂ６ｘ６
　（数１５）
　ｘ’５＝θｐ’＝ｘ６
　（数１６）
　ｘ’６＝θｐ’’＝ｃ１ｘ１＋ｃ２ｘ２＋ｃ３ｘ３＋ｃ４ｘ４
　　　　　　　　　　＋ｃ５ｘ５＋ｃ６ｘ６＋ｐ１ｕ
　したがって、数式１１～１６を状態空間表現とすると、その状態方程式が数式１７のよ
うな６行６列の行列式で示され、数１７を簡略化すると、数１８のように表される。
【００３５】
【数１７】

　（数１８）
　ｘ’＝Ａｘ＋Ｂｕ
　このようにして、バネ上振動モデルの状態方程式が導出される。したがって、この状態
方程式に基づいて、エンジンが発生させる車軸トルク（駆動力に相当する物理量）を補正
すれば、車両の横運動を支配するステアリング特性（スタビリティファクタ）を能動的に
制御することが可能となる。
【００３６】
　そこで、請求項１に記載の発明では、車両に備えられた駆動輪に対して、ドライバが要
求する基本要求駆動力を発生させるべく、その基本要求駆動力に相当する物理量を演算す
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る基本要求駆動力演算部（２ａ）と、車両における前輪および後輪それぞれにかかる準静
的な接地荷重を検出する前後輪静的接地荷重演算部（２ｇ）と、車両における仮想的な旋
回半径を推定する仮想旋回半径推定部（２ｈ）と、前後輪荷重演算部および仮想旋回半径
推定部での演算結果に基づき、車速をＶ［ｍ／ｓｅｃ］、舵角をδ［ｒａｄ］、前後輪の
タイヤコーナリングパワーをそれぞれＫｃｆ、Ｋｃｒ［Ｎ／ｒａｄ］とし、車両のバネ上
における車体質量［ｋｇ］をＭ、ホイールベース［ｍ］をＬ、車両重心と前輪軸との間の
距離［ｍ］をＬｆ、車両重心と後輪軸との間の距離［ｍ］をＬｒとして旋回半径ρを数式
１で表したとき、スタビリティファクタが後述する数式３６におけるＡにて表され、該数
式３６におけるＬｆｋｃｆ－ＬｒＫｃｒの目標値を演算することにより、スタビリティフ
ァクタの目標値を演算する目標値演算部（２ｉ）と、目標値演算部によって演算された目
標値に追従するように、基本要求駆動力演算部が演算した基本要求駆動力に相当する物理
量を補正する制振補正制御部（２ｊ）とを備え、この制振補正制御部（２ｊ）によって補
正された補正後物理量に応じた駆動力を駆動輪に発生させるようになっていることを特徴
としている。
                                                                                
【００３７】
　このように、車両における前輪および後輪それぞれにかかる準静的接地荷重に基づいて
、スタビリティファクタの目標値に追従するように、基本要求駆動力に相当する物理量を
補正するようにしている。このため、時々刻々と変化する様々な周辺環境に対応して、そ
の時々に理想的な旋回半径となるようにスタビリティファクタを安定化することが可能と
なり、例えばピッチング振動エネルギーが抑制される等、内部の各状態量が安定化し、車
両の走行状態を安定化させることが可能となる。
【００３８】
　したがって、路面その他の外的要因（路面外乱）によって車体挙動の変動が車体姿勢や
走行軌道を乱すことを抑制することができる。そして、これらを要因とする車体の姿勢の
乱れや振動が抑制されることから、車体の姿勢乱れや振動を修正しようとするドライバの
ステアリング操作が不要となり、ドライバのステアリング操作によって外乱成分を誘発し
てしまうことを防止することが可能となる。
　さらに、請求項１に記載の発明では、制振補正制御部は、車両におけるバネ上振動モデ
ルに基づいて車両における状態量を示した状態方程式を有していると共に、状態方程式に
基づいてスタビリティファクタを状態量で表した出力方程式を有しており、出力方程式と
状態量とから求められるスタビリティファクタと、目標値演算部で演算されたスタビリテ
ィファクタの目標値との差に基づいて、基本要求駆動力に相当する物理量の補正を行うよ
うになっていることを特徴としている。
　このように、車両におけるバネ上振動モデルに基づいて、車両における状態量を示した
状態方程式と、状態方程式に基づいてスタビリティファクタを状態量で表した出力方程式
を予め制振補正制御部に記憶させておき、出力方程式と状態量とからスタビリティファク
タを求め、このスタビリティファクタの目標値との差に基づいて基本要求駆動力に相当す
る物理量の補正を行うことができる。これにより、出力方程式と状態量とから求められる
スタビリティファクタが目標値に追従できるように、基本要求駆動力に相当する物理量が
補正されることになる。
【００３９】
　基本要求駆動力に相当する物理量としては、例えば、請求項２に示されるように、基本
要求トルクがある。
【００４０】
　請求項３に記載の発明では、前後輪接地荷重演算部は、前後輪接地荷重として、車両が
定常走行状態の際に前輪および後輪それぞれに加わる前後輪静的接地荷重を演算するもの
であり、目標値演算部は、この前後輪静的接地荷重に基づいて、スタビリティファクタの
目標値を演算するようになっていることを特徴とする。このように、前後輪静的接地荷重
に基づいて、スタビリティファクタの目標値を設定することができる。
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【００４１】
　請求項４に記載の発明では、車両が走行中の路面の勾配を推定する推定道路勾配算出部
（２ｄ）を備え、前後輪接地荷重演算部は、前後輪接地荷重として、車両が定常走行状態
の際に前輪および後輪それぞれに加わる前後輪静的接地荷重を演算すると共に、推定道路
勾配算出部で演算された推定道路勾配に基づいて、その推定道路勾配を車両が定常走行し
た場合における前後輪接地荷重の変動量を演算し、前後輪静的接地荷重から推定道路勾配
による変動分を見込んだ値を前後輪接地荷重として求めるようになっており、目標値演算
部は、この推定道路勾配による前後輪設置荷重の変動分を見込んだ前後輪接地荷重に基づ
いて、スタビリティファクタの目標値を演算するようになっていることを特徴としている
。
【００４２】
　このように、道路勾配に応じた前後輪接地荷重の変動量を求め、前輪と後輪それぞれの
静的な接地荷重から道路勾配による前後輪接地荷重の変化量分を差し引くことにより、道
路勾配に応じた前後輪接地荷重を求めることが可能となる。
【００４５】
　請求項５に記載の発明では、車両における車輪に加えられる走行抵抗外乱を推定する走
行抵抗外乱推定部（２ｆ）を有し、制振補正制御部は、走行抵抗外乱推定部によって推定
される走行抵抗外乱を鑑みて、状態方程式における状態量を求め、求めた状態量と出力方
程式とに基づいてスタビリティファクタを求めると共に、該スタビリティファクタの目標
値との差を求めるようになっていることを特徴としている。
【００４６】
　このように、走行外乱推定部によって走行外乱抵抗を推定し、その走行外乱抵抗を鑑み
て、状態方程式における状態量を求めることができる。ここでいう走行外乱抵抗は、例え
ば、請求項６に示されるように、前輪の車輪速度の微分値と車両の重量とに基づいて、例
えば、これらを乗算することにより求められる。
【００４７】
　請求項７に記載の発明では、車両の外の状況の画像を撮影すると共に、その画像データ
を出力する画像認識手段（１６）を有し、仮想旋回半径推定部は、車載カメラの画像デー
タのオプティカルフローに基づいて、仮想旋回半径を推定するようになっていることを特
徴としている。
【００４８】
　このように、車両の外の状況の画像を撮影することによって得た画像データ中のオプテ
ィカルフローに基づいて、車両の走行状態を検出することができる。このため、オプティ
カルフローに基づいて、仮想旋回半径を推定することができる。
【００４９】
　請求項８に記載の発明では、仮想旋回半径推定部は、画像認識手段の画像データ中に対
向車が存在し、その対向車や人が自車両から所定距離以上離れているような場合には、車
両が回転運動よりも横方向の並進運動を優先して行うように仮想旋回半径を設定し、自車
両から所定距離以内に接近している場合には、車両が横方向の並進運動よりも回転運動を
優先して行うように仮想旋回半径を設定するようになっていることを特徴としている。
【００５０】
　このように、対向車が自車両から所定距離以上に離れているような場合には、車両が回
転運動よりも横方向の並進運動を優先して行うように仮想旋回半径を設定している。この
ため、対向車から見て、急な旋回を行わずにその人を避ける、つまり自車両が横にスライ
ドするような動きをすることになるため、自車両が対向車線にはみ出しそうに見えず、対
向車のドライバに与える威圧感を少なくすることができる。
【００５１】
　また、自車両から所定距離以内に接近している場合には、車両が横方向の並進運動より
も回転運動を優先して行うように仮想旋回半径を設定している。このため、急な飛び出し
等の緊急時には衝突等最悪の事態を回避することができる。
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【００５２】
　請求項９に記載の発明では、車両における車速に応じた出力を発生させる車速検出手段
（４ａ、４ｂ）を有し、仮想旋回半径推定部は、車速検出手段によって検出された車速が
所定速度よりも速く、車両が高速走行中であるときには、車両が回転運動よりも横方向の
並進運動を優先して行うように仮想旋回半径を設定し、所定速度よりも遅く低速走行中で
あるときには、車両が横方向の並進運動よりも回転運動を優先して行うように仮想旋回半
径を設定するようになっていることを特徴としている。
                                                                                
【００５３】
　このように、車速が所定速度よりも速く、車両が高速走行中であるときには、車両が回
転運動よりも横方向の並進運動を優先して行うように仮想旋回半径を設定している。この
ため、高速走行中には、車両がノーズを振るように曲がって車線変更するのではなく、車
両が横にスライドするような感じで車線変更することになり、ドライバに対してより安心
感を与えることができる。
【００５４】
　また、所定速度よりも遅く低速走行中であるときには、車両が横方向の並進運動よりも
回転運動を優先して行うように仮想旋回半径を設定している。このため、低速走行中には
、車両がきびきびと曲がれるようにすることができ、ドライバに対して車両を旋回させや
すいという印象を与えることができる。
【００５５】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示すものである。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５６】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、図中、同一符号を付してある。
【００５７】
　（第１実施形態）
　本発明の一実施形態の車両安定化制御システムについて説明する。図１は、本実施形態
における車両安定化制御システムの概略構成を示したものである。なお、本実施形態では
、車両の駆動形態が後輪駆動のものを想定して説明するが、勿論、前輪駆動の車両でも４
輪駆動の車両でも本発明を適用することができる。
【００５８】
　本実施形態の車両安定化制御システムは、車両に備えられたエンジン１が発生させる駆
動トルクを調整し、ピッチング振動エネルギー等に起因する前後輪荷重の移動に基づくス
タビリティファクタの変動を安定化させることで、車体の姿勢や車両特性を安定化するも
のである。
【００５９】
　図１に示す車両安定化制御システムにおいて、エンジン１は、エンジンＥＣＵ２によっ
て制御されるようになっている。このエンジンＥＣＵ２には、アクセルストロークセンサ
３、前輪用車輪速度センサ４ａ、４ｂ、舵角センサ５、吸入空気量センサ６、エンジン回
転センサ７からの検出信号が入力されると共に、ナビゲーションシステムに備えられるナ
ビゲーションＥＣＵ８から各種情報が入力されるようになっている。
【００６０】
　アクセルストロークセンサ３は、アクセルペダル９の操作量に応じた検出信号を出力す
るものである。エンジンＥＣＵ２では、このアクセルストロークセンサ３からの検出信号
に基づいてアクセル操作量が求められ、そのアクセル操作量に応じた要求駆動力となる要
求車軸トルクを求められるようになっている。
【００６１】
　前輪用車輪速度センサ４ａ、４ｂは、操舵輪となる両前輪１０ａ、１０ｂそれぞれに対
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応して備えられており、右前輪用の車輪速度センサ４ａと左前輪用の車輪速度センサ４ｂ
とによって構成されている。これら各車輪速度センサ４ａは、例えば、車軸に備えられた
歯車型のロータの歯の回転に応じて異なる検出信号を出力する電磁ピックアップタイプ等
の周知のもので構成され、各前輪の回転に応じた検出信号を発生させる。
【００６２】
　舵角センサ５は、車両前輪の操舵角、すなわち車両前後方向軸に対する車両前輪の傾斜
角度に応じた検出信号を出力する周知のものである。例えば、ステアリング操作に応じて
ステアリングシャフトが回動すると、それがステアリング機構を介して車両前輪の操舵に
変換されることから、操舵角センサは、ステアリングの回動量を検出することにより、車
両前輪の操舵角に応じた検出信号を出力するようになっている。
【００６３】
　吸入空気量センサ６およびエンジン回転センサ７は、共にエンジン１に設置されている
周知のもので、吸入空気量センサ６は、エンジン内に吸入される吸入空気量に応じた検出
信号を出力し、エンジン回転センサ７は、エンジン回転速度に応じた検出信号を出力する
ようになっている。
【００６４】
　ナビゲーションＥＣＵ８は、例えば、ナビゲーションシステムの本体１１に備えられて
いるもので、車内ＬＡＮ（ＣＡＮ）を通じて各種情報をエンジンＥＣＵ２に伝えるように
なっている。例えば、ナビゲーションＥＣＵ８は、本体１１に備えられたハードディスク
やＤＶＤなどの情報記録媒体に記憶された道路情報およびナビゲーションシステムに内蔵
されたヨーレートセンサからの検出信号から演算したヨー角に関する情報をエンジンＥＣ
Ｕ２に伝える。
【００６５】
　そして、エンジンＥＣＵ２では、これら各センサ３、４ａ、４ｂ、５～７からの検出信
号およびナビゲーションＥＣＵ８から送られてきた各種情報に基づき、種々の演算を行い
、その演算結果に基づいてエンジンパワーを調整する。これにより、トランスミッション
１２、終減速装置１３および駆動軸１４を介して駆動輪となる後輪１５ａ、１５ｂに伝え
られる車軸トルクが調整されるようになっている。
【００６６】
　図２に、このエンジンＥＣＵ２のブロック構成を概略的に示し、この図を参照してエン
ジンＥＣＵ２の詳細について説明する。
【００６７】
　エンジンＥＣＵ２は、ＣＰＵ、ＲＡＭ、ＲＯＭ、Ｉ／Ｏなどを備えたマイクロコンピュ
ータによって構成されている。そして、ＣＰＵにてＲＯＭに記憶されたエンジン制御プロ
グラムを実行し、各種演算を行うことで、エンジン１によるエンジンパワーの制御を実行
するようになっている。
【００６８】
　具体的には、エンジンＥＣＵ２は、図２に示されるように、基本要求トルク算出部２ａ
、推定車軸トルク算出部２ｂ、前輪車輪速度算出部２ｃ、推定道路勾配算出部２ｄ、操舵
角算出部２ｅ、前輪走行抵抗外乱推定部２ｆ、前後輪静的接地荷重演算部２ｇ、仮想旋回
半径推定演算部２ｈ、目標値演算部２ｉおよび制振補正制御部２ｊとを備えて構成されて
いる。
【００６９】
　基本要求トルク算出部２ａは、ペダルストロークセンサ５から出力される検出信号を受
け取り、その検出信号に基づいてアクセル操作量を物理量として求めると共に、その操作
量に応じた基本要求駆動力となる基本要求トルクを求めるものである。ここで求められた
基本要求トルクが車両の加速、減速に使用されるトルク、つまり基本的に要求される車軸
トルクとなるものである。そして、この基本要求トルク演算部２ａでの演算結果が制振補
正制御部２ｊに出力されるようになっている。
【００７０】
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　推定車軸トルク算出部２ｂは、吸入空気量センサ６およびエンジン回転センサ７からの
検出信号に基づき、推定車軸トルク、すなわち検出結果が得られたときに発生させらてい
るであろう車軸トルクを演算する。この推定車軸トルク算出部２ｂでの演算結果が制振補
正制御部２ｊおよび前後輪静的接地荷重演算部２ｇに出力されるようになっている。
【００７１】
　前輪車輪速度算出部２ｃは、両車輪速度センサ４ａ、４ｂからの検出信号に基づいて操
舵輪となる両前輪の車輪速度を算出するものである。この前輪車輪速度算出部２ｃが前輪
走行抵抗外乱推定部２ｆや仮想旋回半径推定演算部２ｈに出力されるようになっている。
【００７２】
　推定道路勾配算出部２ｄは、ナビゲーションＥＣＵ８からの道路情報を受け取り、その
道路情報内に含まれる走行路面の勾配情報を抽出することによって道路勾配を推定するも
のである。そして、この推定道路勾配算出部２ｄで演算結果が前後輪静的接地荷重演算部
２ｇに出力されるようになっている。なお、ここではナビゲーションシステムに記憶され
た道路情報に基づいて道路勾配を推定しているが、車両に接地した加速度センサからの検
出信号から、車両前後駆動力加速度成分を除去し、重力加速度成分に基づいて道路勾配を
算出する等の周知の方法によって道路勾配を推定しても良い。
【００７３】
　操舵角算出部２ｅは、舵角センサ５からの検出信号に基づいて操舵角を算出し、その演
算結果を仮想旋回半径推定演算部２ｈおよび目標値演算部２ｉに出力されるようになって
いる。
【００７４】
　前輪走行抵抗外乱推定部２ｆは、演算された前輪車輪速度に基づき、前輪走行抵抗外乱
を推定する。前輪には車輪速度に応じた走行抵抗が発生する。このため、その走行抵抗外
乱を車輪速度から推定するのである。例えば、車輪速度の微分値に対して車両重量を掛け
ることで並進方向の力［Ｎ／ｍ］を求め、それに更に転動輪の半径を乗算することにより
、走行抵抗外乱を転動輪に働くモーメント［Ｎ］として求めることが可能となる。
【００７５】
　このような車輪速度の一回微分に基づいて走行抵抗外乱を求めることで、その走行抵抗
外乱の要因が何であったかに関係なく、結果としてどれだけの走行抵抗外乱が入ったかを
求めることが可能となる。すなわち、走行抵抗外乱は、例えば、ドライバによる操舵によ
り発生したコーナリングドラッグによって生じたり、路面の凹凸によって生じたりするが
、どのような場合であっても、結果的に車輪速度に変化が生じることから、その車輪速度
の変化（微分値）から走行抵抗外乱を算出すれば、どのような要因かに関わらず、転動輪
が受けた走行抵抗外乱を求めることができる。
【００７６】
　なお、この走行抵抗外乱に関しては、車輪速度と走行抵抗外乱との特性をエンジンＥＣ
Ｕ２内のメモリなどに予め記憶させておき、その特性に基づいて演算された車輪速度と対
応する走行抵抗外乱を選択することによって、推定することも可能である。
【００７７】
　前後輪静的接地荷重演算部２ｇは、演算された推定車軸トルクおよび推定道路勾配に基
づいて前後輪における静的な接地荷重を演算するものである。具体的には、前後輪静的接
地荷重演算部２ｇは、上述した数式１７で示された状態方程式において、状態量ｘｅ’、
ｘ’、θｐ’・・・、すなわちドット成分を０とすることで、定常状態での各状態量の算
出を行うようになっている。このときの各状態量は、数式１９～２１のように表される。
【００７８】
　（数１９）
　０＝ａ１ｘｅ＋ａ３ｘ＋ａ５θｐ
　（数２０）
　０＝ｂ１ｘｅ＋ｂ３ｘ＋ｂ５θｐ
　（数２１）
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　０＝ｃ１ｘｅ＋ｃ３ｘ＋ｃ５θｐ＋ｐ１ΔＴｒ
　したがって、状態量ｘｅ、ｘ、θｐにおける３行３列の行列式として数式２２のように
直すことができる。ただし、ｘｅ_ｓ、ｘ_ｓ、θｐ_ｓは、状態量ｘｅ、ｘ、θｐの定常
解である。そして、Ａを数式２３のような３行３列の行列式で表される係数とすると、定
常解ｘｅ_ｓ、ｘ_ｓ、θｐ_ｓは、数式２４のように表されることになる。
【００７９】
【数２２】

【００８０】

【数２３】

【００８１】
【数２４】

　また、定常状態での前輪および後輪それぞれの静荷重Ｗｆ_ｓ、Ｗｒ_ｓは、図３に示す
振動モデルに基づいて、以下のように求められる。
【００８２】
　図３の振動モデルは、図１５に示した振動モデルに対して仮想重心点移動量ΔＬを考慮
した物理量を示したものである。
【００８３】
　定常状態での前輪および後輪それぞれの静荷重Ｗｆ_ｓ、Ｗｒ_ｓは、数式２５、２６で
示される。ただし、これらの式において、Ｗｆｏ、Ｗｒｏは、前輪および後輪の静止荷重
を示しており、ΔＷｆ_ｓ、ΔＷｒ_ｓは、制動力や走行抵抗等すべての外的要因の影響を
含む総路面反力となる駆動力変化量ΔＦが作用したときの前輪および後輪の静的な荷重変
化量を示している。
【００８４】
　（数２５）
　Ｗｆ_ｓ＝Ｗｆｏ＋ΔＷｆ_ｓ
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　（数２６）
　Ｗｒ_ｓ＝Ｗｒｏ＋ΔＷｒ_ｓ
　また、静止時における車両重心と前輪軸との間の距離をＬｆｏ、車両重心と後輪軸との
間の距離をＬｒｏとすると、前輪および後輪の静止荷重Ｗｆｏ、Ｗｒｏは、数式２７、２
８で示される。なお、Ｗは、車両重量Ｍにかかる重力Ｍｇ、すなわち前後輪にかかるトー
タルの荷重に相当するものである。
【００８５】
　（数２７）
　Ｗｆｏ＝（Ｌｒｏ／Ｌ）Ｗ
　（数２８）
　Ｗｒｏ＝（Ｌｆｏ／Ｌ）Ｗ
　また、前輪および後輪の静的荷重変化量ΔＷｆ_ｓ、ΔＷｒ_ｓは、前輪もしくは後輪の
バネ定数ｋｆ、ｋｒを前輪もしくは後輪側における車体の垂直方向変位量ｘ_ｓ＋Ｌｆｏ
θｐ_ｓ、ｘ_ｓ－Ｌｆｏθｐ_ｓに掛け合わしたものとなる。そして、定常解ｘ_ｓ、θｐ
_ｓが数式２４のように表されることから、前輪および後輪の静的荷重変化量ΔＷｆ_ｓ、
ΔＷｒ_ｓは、それぞれ数式２９、３０のように示される。
【００８６】
【数２９】

【００８７】
【数３０】

　このため、前後輪静的接地荷重演算部２ｇにて、推定車軸トルク算出部２ｂにて演算さ
れた推定車軸トルクからその変化量ΔＴｒを求め、それを数式２９、３０に代入すれば、
前輪および後輪の静的荷重変化量ΔＷｆ_ｓ、ΔＷｒ_ｓが算出される。そして、数式２５
、２６におけるＷｆｏ、Ｗｒｏ、ΔＷｆ_ｓ、ΔＷｒ_ｓがそれぞれ数式２７～３０で表さ
れることから、それらを数式２９、３０に代入すれば、前輪および後輪の静止荷重Ｗｆｏ
、Ｗｒｏを求めることができる。このようにして、前後輪における静的な接地荷重Ｗｆ_
ｓ、Ｗｒ_ｓが求められる。
【００８８】
　一方、道路勾配による前後輪接地荷重の変化量は、図４に示すモデルに基づいて求める
ことができる。
【００８９】
　図４は、所定の道路勾配θの場所に車両が位置している場合の物理量の関係を示したも
のである。この図に示されるように、車両の重心の路面からの高さを重心高さｈｃｇ、そ
の重心が位置する車体平面をＢｐとすると、前輪および後輪の荷重が加えられる位置（前
後輪接地位置）から鉛直方向に伸ばした線と車体平面Ｂｐとの交点から重心までの距離は
、それぞれＬｆ＋ｈｃｇtanθとＬｆ－ｈｃｇtanθとなる。
【００９０】
　また、任意の水平線Ｈに対して、車両重心と前後輪接地位置それぞれから鉛直方向に直



(15) JP 4161923 B2 2008.10.8

10

20

30

40

50

線を引いたときの交点をＳ１、Ｓ２、Ｓ３とすると、Ｓ１－Ｓ３間の距離Ｌａ=Ｌcosθ、
Ｓ１－Ｓ２間の距離Ｌｆ’＝（Ｌｆ＋ｈｃｇtanθ）cosθ、Ｓ２－Ｓ３間の距離Ｌｒ’＝
（Ｌｒ－ｈｃｇtanθ）cosθとなる。
【００９１】
　この場合において、前後輪にかかるそれぞれの鉛直方向の接地荷重をＷｆ’、Ｗｒ’と
すると、これらは数式２７、２８と同様に示される。
【００９２】
　（数３１）
　Ｗｆ’＝（Ｌｒ’／Ｌ’）Ｗ
　　　　＝｛（Ｌｒ－ｈｃｇtanθ）cosθ／（Ｌcosθ）｝Ｗ
　　　　＝｛（Ｌｒ／Ｌ－（ｈｃｇ／Ｌ）tanθ｝Ｗ
　　　　＝Ｗｆｏ－Ｗ（ｈｃｇ／Ｌ）tanθ
　（数３２）
　Ｗｒ’＝（Ｌｆ’／Ｌ’）Ｗ
　　　　＝｛（Ｌｆ＋ｈｃｇtanθ）cosθ／（Ｌcosθ）｝Ｗ
　　　　＝｛（Ｌｆ／Ｌ＋（ｈｃｇ／Ｌ）tanθ｝Ｗ
　　　　＝Ｗｒｏ＋Ｗ（ｈｃｇ／Ｌ）tanθ
　そして、路面垂直方向における前後輪にかかる接地荷重は、鉛直方向の接地荷重Ｗｆ’
、Ｗｒ’に対する路面垂直方向成分に相当し、それぞれＷｆ’cosθ、Ｗｒ’cosθとなり
、鉛直方向の接地荷重Ｗｆ’、Ｗｒ’が数式３１、３２で表されることから、次のように
なる。
【００９３】
　（数３３）
　Ｗｆ’cosθ＝｛Ｗｆｏ－Ｗ（ｈｃｇ／Ｌ）tanθ｝cosθ
　　　　　　＝Ｗｆｏcosθ－Ｗ（ｈｃｇ）sinθ
　（数３４）
　Ｗｒ’cosθ＝｛Ｗｒｏ＋Ｗ（ｈｃｇ／Ｌ）tanθ｝cosθ
　　　　　　＝Ｗｒｏcosθ＋Ｗ（ｈｃｇ）sinθ
　このようにして、道路勾配による前後輪接地荷重の変化量が求められる。この前後輪設
置荷重の変化量に関しては、その道路勾配を走行中に定常的に変化する荷重量となる。し
たがって、道路勾配算出部２ｄによって道路勾配が求められたら、その道路勾配のときの
前後輪接地荷重の変化量分を求め、前輪と後輪それぞれの静的な接地荷重から道路勾配に
よる前後輪接地荷重の変化量分を差し引くことにより、道路勾配に応じた前後輪接地荷重
を求めることが可能となる。
【００９４】
　このため、後述する目標値演算部２ｉで求められるＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒは、道路勾
配も考慮した理想的な旋回半径のスタビリティファクタとして求められることになる。以
上のようにして、前後輪静的接地荷重演算部２ｇにて、前後輪接地荷重を求められる。
【００９５】
　また、仮想旋回半径推定部２ｈは、前輪車輪速度演算部２ｄで演算された前輪車輪速度
とナビゲーションＥＣＵ８から送られてくるヨーレートセンサでの検出結果となるヨー角
（センサ値）に関する情報に基づいて、車両が走行するのに適した仮想的な旋回半径を推
定するものである。具体的には、ヨー角（センサ値）がγsensor［ｒａｄ／ｓ］という値
であったとすると、旋回半径ρはヨー角γsensorと車速Ｖとから次式のように示される。
【００９６】
　（数３５）
　ρ＝Ｖ／γsensor
　したがって、仮想旋回半径推定部２ｈは、前輪車輪速度から、例えば両前輪車輪速度の
平均値を求めることで車速Ｖを求め、この車速Ｖとヨー角γsensorとを数式３５に代入す
ることにより、仮想的な旋回半径を算出するようにしている。



(16) JP 4161923 B2 2008.10.8

10

20

30

40

50

【００９７】
　目標値演算部２ｉは、スタビリティファクタを決定するＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒの目標
値を決定するものである。以下、このＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒの目標値について説明する
。
【００９８】
　定常円旋回時において、スリップ角βとヨーレートγは、以下のように定義される。こ
れらについて、図５を参照して説明する。
【００９９】
　図５は、車両各部のサイズ等について模式的に示したものである。この図に示されるよ
うに、バネ上における車体質量［ｋｇ］をＭ、ホイールベース［ｍ］をＬ、車両重心と前
輪軸との間の距離［ｍ］をＬｆ、車両重心と後輪軸との間の距離［ｍ］をＬｒとしている
。また、車速をＶ［ｍ／ｓｅｃ］、舵角をδ［ｒａｄ］、前後輪のタイヤコーナリングパ
ワーをそれぞれＫｃｆ、Ｋｃｒ［Ｎ／ｒａｄ］としている。これらを基に、旋回半径ρを
表すと、次式になることが知られている。
【０１００】
【数３６】

　なお、数式３６に示されるＡが上述したスタビリティファクタ（Stability Factor）で
あり、次式で示され、車両ごとに決まる値である。
【０１０１】
【数３７】

　この数式３７におけるスタビリティファクタ、具体的にはスタビリティファクタにおけ
るＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒの項の正負によってステアリング特性が確定する。このステア
リング特性は、以下のように示される。
【０１０２】
【数３８】

　すなわち、ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒの項をΔとした場合、図６（ａ）の車両旋回状態を
示す図に示されるように、円旋回が定常旋回（理想旋回）であると考えると、Δが負であ
ればアンダーステア、０であれば定常旋回、Δが正であればオーバステアというステアリ
ング特性となる。換言すれば、図６（ｂ）に示す車速と旋回半径との関係図に示されるよ
うに、Δが負であれば車速に対して旋回半径が大きくなる状態（アンダーステア）、０で
あれば定常旋回、Δが正であれば車速に対して旋回半径が小さくなる状態（オーバステア
）となる。
【０１０３】
　したがって、スタビリティファクタにおけるＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒの項の設定次第で
、車両が理想的な旋回を行えるようにすることが可能となり、ステアリング特性を向上さ
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せられる。
【０１０４】
　したがって、この目標値演算部２ｉでは、数式３６から逆算することにより、ＬｆＫｃ
ｆ－ＬｒＫｃｒの目標値を演算するようにしている。具体的には、ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃ
ｒは、次式から求められる。
【０１０５】
　（数３９）
　ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒ＝Ｋｃｆ_ｓＫｃｒ_ｓ（２Ｌ2／ＭＶ2）・（１－ρδ／Ｌ）
　なお、Ｋｃｆ_ｓ、Ｋｃｒ_ｓは、道路勾配および加減速による荷重移動分のみを考慮し
た静的な前後輪のコーナリングパワーであり、δは操舵角、ρは仮想旋回半径である。
【０１０６】
　これらのうち、独立変数となるのは車速Ｖと操舵角δおよび仮想旋回半径ρである。車
速Ｖには、前輪車輪速度算出部２ｃで演算された前輪車輪速度から上述した方法により求
められたものが用いられ、操舵角には、操舵角算出部２ｅでの演算結果が用いられる。仮
想旋回半径は、数式３５より求められたものが用いられる。このようにして、目標値演算
部２ｉにて、ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒの目標値が求められる。
【０１０７】
　そして、制振補正制御部２ｊは、目標値演算部２ｉで求められたＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃ
ｒの目標値を基に、ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒの目標値が演算された値であった場合に、実
際のＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒとの差分からスタビリティファクタの目標値からの変化量を
求め、その変化分を無くすべく、基本要求トルク算出部２ａで求められた基本要求トルク
を補正するものである。
【０１０８】
　具体的には、図２に示されるように、目標値に対してピッチング振動モデルから求めた
出力ｙを減じることで、スタビリティファクタの目標値と現在の実際のスタビリティファ
クタとの差が求められ、その値に対して１／ｓおよびＫｉが掛け合わされる。これは、目
標値を積分系とすることによりサーボ系のフィードバックを行うことができ、目標値が０
でない場合であっても、その値に追従させられるからである。そして、これにさらに走行
抵抗外乱を加算し、ピッチグ振動モデルを用いて演算した各状態量ｘ（ｘ、ｘ’、ｘｅ、
ｘｅ’、θｐ、θｐ’）に対して制御系の設計手法によって求めた所定の状態フィードバ
ックゲインＫｓ（Ｋ１～Ｋ６）を乗じたものを減じることで、駆動トルクの補正値を求め
ることが可能となる。
【０１０９】
　ここで、Δ（＝ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒ）は、前後輪のタイヤコーナリングパワーＫｃ
ｆ、Ｋｃｒが前輪および後輪接地荷重Ｗｆ、Ｗｒに依存していることから、荷重依存係数
をＣｗとすると、以下のように表すことができる。
【０１１０】
　（数４０）
　Δ＝ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒ
　　＝Ｃｗ（ＬｆＷｆ－ＬｒＷｒ）
　この結果、前輪および後輪におけるコーナリングパワーＷｆ、Ｗｒの変動に伴うΔ（＝
ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒ）の変動、すなわちステアリング特性の変動は、数式２５、２６
、４０より、次式で示されることになる。
【０１１１】
　（数４１）
　ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒ＝Ｃｗ（ＬｆＷｆ－ＦｒＷｒ）
　　　　＝ＣｗＬｆ（Ｗｆｏ＋ΔＷｆ）－ＣｗＬｒ（Ｗｒｏ＋ΔＷｒ）
　　　　＝－Ｃｗ（ＫｆＬｆ－ＫｒＬｒ）ｘ－Ｃｗ（ＣｆＬｆ－ＣｒＬｒ）ｘ’
　　　－Ｃｗ（ＫｆＬｆ2＋ＫｒＬｒ2）θｐ－Ｃｗ（ＣｆＬｆ2－ＣｒＬｒ2）θｐ’
　したがって、ステアリング特性の支配パラメータとなるΔ（＝ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒ
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）は、数１１～数１６に基づき、数式４２のような状態量の線形結合で表されることにな
り、数式４１を６次元の行列式として表すと数式４３のようになる。
【０１１２】
　（数４２）
　ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒ＝ｑ１ｘ３＋ｑ２ｘ４＋ｑ３ｘ５＋ｑ４ｘ６
【０１１３】
【数４３】

　ただし、ｑ１～ｑ４は係数であり、それぞれ、ｑ１＝－Ｃｗ（ＫｆＬｆ－ＫｒＬｒ）、
ｑ２＝－Ｃｗ（ＣｆＬｆ－ＣｒＬｒ）、ｑ３＝－Ｃｗ（ＫｆＬｆ2＋ＫｒＬｒ2）、ｑ４＝
－Ｃｗ（ＣｆＬｆ2－ＣｒＬｒ2）である。
【０１１４】
　これが図２中に示されている出力方程式となるものであり、この数式４２を簡略化する
と、ｙ＝Ｃｘ＋Ｄｕ（ただし、Ｄ＝０となるため、実質的には、ｙ＝Ｃｘ）というバネ上
振動モデルの出力方程式が導出される。
【０１１５】
　したがって、この出力方程式に対して、各状態量ｘ、ｘ’、ｘｅ、ｘｅ’、θｐ、θｐ
’を代入することにより、目標値と実際のスタビリティファクタとの差が演算され、この
差に基づいてフィードバック制御がなされるという、サーボ系状態のフィードバックによ
る目標追従制御を行うことが可能となる。
【０１１６】
　このようにして求められた車軸トルクは、ＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒの目標値に追従する
ように、推定される走行抵抗外乱や状態量ｘを鑑みて、補正されたものとなっている。そ
して、この車軸トルクの補正値は、絶対値であることから、それを推定車軸トルク算出部
２ｂでの演算結果から減算することで、車軸トルクの相対値を求める。すなわち、ピッチ
ング振動モデルを用いて車軸トルクの補正値を求めた場合、そのピッチング振動モデルの
精度によって、目標値から演算された補正後の車軸トルクが正確でないこともあり得る。
このため、定常偏差を０にするために、現在実際に発生していると想定される推定車軸ト
ルクと車軸トルクの補正値との差分をとることで、その補正値を相対化する。
【０１１７】
　そして、相対化された補正値に対して終減速装置での減速比（ディファレンシャル比：
１／Ｒｄ）を掛けたのち、その値を基本要求トルク算出部２ａで演算された基本要求トル
クから減算する。これにより、車軸トルクの補正値が基本要求トルクに対する絶対値とし
て求められ、この値が補正後要求トルクとされる。
【０１１８】
　このようにして、エンジン１に発生させる車軸トルクが決定し、この補正後要求トルク
が得られるように、エンジン１の吸入空気量や燃料噴射量などが調整され、それに応じた
エネルギーが出力される。そして、このエネルギーがトランスミッション（Ｔ／Ｍ）１２
および終減速装置１３などを介して駆動輪１５ａ、１５ｂに回転エネルギーとして伝えら
れ、駆動輪１５ａ、１５ｂにて要求に応じた車軸トルクを発生させるようになっている。
【０１１９】
　以上説明したように、本実施形態に示した車両安定化制御システムによれば、スタビリ
ティファクタとなるＬｆＫｃｆ－ＬｒＫｃｒの目標値に追従するように、推定される走行
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抵抗外乱や状態量ｘを鑑みて、車軸トルクを補正するようにしている。このため、時々刻
々と変化する様々な周辺環境に対応して、その時々に理想的な旋回半径となるようにスタ
ビリティファクタを安定化することが可能となり、例えばピッチング振動エネルギーが抑
制される等、内部の各状態量が安定化し、車両の走行状態を安定化させることが可能とな
る。
【０１２０】
　参考として、図７に、駆動軸トルクの変化に対する各状態量の様子およびスタビリティ
ファクタの変化についてシミュレーションした結果を示す。この図に示されるように、本
実施形態による制御を行った場合は、制御を行っていない場合と比べて、状態量の振幅が
少なく、早期に安定化していることが分かる。
【０１２１】
　このように、路面その他の外的要因（路面外乱）によって車体挙動の変動が車体姿勢や
走行軌道を乱すことを抑制することができる。そして、これらを要因とする車体の姿勢の
乱れや振動が抑制されることから、車体の姿勢乱れや振動を修正しようとするドライバの
ステアリング操作が不要となり、ドライバのステアリング操作によって外乱成分を誘発し
てしまうことを防止することが可能となる。
【０１２２】
　したがって、ドライバ操作外乱や路面外乱の影響を抑圧することが可能となり、車体姿
勢や車両特性を安定化させることが可能となる。このため、ドライバの運転負担を低減で
きる。
【０１２３】
　なお、従来、特開平５－２６０６７号公報において、車両におけるヨーレートを求め、
そのヨーレートから車両がオーバステア状態もしくはアンダーステア状態になっているこ
とを検知し、それを防ぐようにエンジン出力を制御する駆動輪制御装置が提案されている
。この公報の装置においても、エンジン出力の調整により、車両がオーバステア状態もし
くはアンダーステア状態となることを抑制できる。しかしながら、ヨーレートは、車両上
下軸を軸とした回転成分を検出するものであり、車両左右軸を軸とした車両重心周りの回
転であるピッチング振動成分を検出するものではないため、ヨーレートに基づいてエンジ
ン出力の補正を行っても、ピッチング振動成分を抑制するような補正を行えるものではな
い。したがって、本実施形態で示したような、ピッチング振動成分を抑制することにより
、前後輪荷重の変動の安定化を図り、もってコーナリングパワーの安定化を可能とすると
いう効果を得られるものではない。
（第２実施形態）
　本発明の第２実施形態について説明する。本実施形態は、第１実施形態に示した車両安
定化制御システムにおいて、仮想旋回半径の推定演算を画像データに基づいて実行する物
である。なお、その他の部分については、本実施形態における車両安定化制御システムは
、第１実施形態と同様であるため、異なる部分についてのみ説明し、同様の部分について
は説明を省略する。
【０１２４】
　図８に、本実施形態の車両安定化制御システムの全体構成を示す。この図に示されるよ
うに、本実施形態の車両安定化制御システムは、第１実施形態の構成に対して、車載カメ
ラ１６が加えられたものとなっている。
【０１２５】
　車載カメラ１６は、車両前方を映し出すものであり、車両走行中、常に車両前方の画像
を撮影し、その画像データを車両状態検出用のＥＣＵに伝えるようになっている。
【０１２６】
　この車載カメラ１６の画像データは、エンジンＥＣＵ２に入力されるようになっており
、エンジンＥＣＵ２により、車載カメラ１６の画像データおよび操舵角センサとヨーレー
トセンサからの検出信号に基づき、車両の走行状態を検出するようになっている。
【０１２７】
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　具体的には、エンジンＥＣＵ２は、車両の走行状態を示すパラメータとして、車両の回
転角、すなわち車両中心軸に対しての回転量と、車両の並進運動による移動量とを求める
ようになっている。
【０１２８】
　すなわち、本発明者らは、車載カメラ１６によって映し出される画像データのオプティ
カルフローが、自車両の走行状態を示す物理量をを含んだものとなっていることを見出し
た。このオプティカルフローの物理的意味について説明する。
【０１２９】
　図９（ａ）は、車両が横方向へ並進運動のみを行ったとした場合のオプティカルフロー
、図９（ｂ）は、車両が回転運動のみを行ったとした場合のオプティカルフローを示した
ものである。なお、この図では、車両前後方向をＸ軸、左右方向Ｙ軸、上下方向をＺ軸と
して示してあり、車両が横方向へ並進運動したということは車両がＹ軸上で移動したこと
を意味し、車両が回転運動したということは車両がＺ軸を中心として回転したことを意味
する。
【０１３０】
　オプティカルフローとは、車載カメラ１６で見た任意の前方注視点での車両横方向移動
速度を示したものであり、画像座標中において任意の注視点が所定時間後にある点に移動
したとしたときに、それら２点を結ぶベクトルに相当するものである。
【０１３１】
　図９（ａ）に示されるように、車両が横方向へ並進運動した場合、画像データのうち車
両前方における車両から遠い位置ではオプティカルフローは小さく、車両左右の位置では
オプティカルフローが大きくなる。一方、図９（ｂ）に示されるように、車両が回転した
場合、画像データのうち車両前方の位置、左右の位置いずれの場合にもオプティカルフロ
ーが大きくなっている。
【０１３２】
　これらから、車両が横方向に並進運動した場合と回転運動した場合とで、それぞれオプ
ティカルフローが異なっていることが判る。したがって、車載カメラ１６で画像を撮影し
た場合に、その画像データに含まれるオプティカルフローを解析すれば、車両の並進運動
や回転運動を検出することが可能になると考えられる。
【０１３３】
　図１０は、車両の前方中心位置のうち距離ｄの位置を注視点Ｐとして設定し、所定時間
後に車両の移動に伴って注視点がどのように移動するかを示した図である。
【０１３４】
　この図に示されるように、車両がスリップ角βとヨーレートγを持つ状態で進行してい
る場合、注視点Ｐは、車両横方向にｄ・γ＋Ｖβの速度で移動する。したがって、画像デ
ータから得られるオプティカルフローの横方向速度をＶｙ_flowとすると、これは次式で
示される。
【０１３５】
　（数４４）
　ｄ・γ＋Ｖβ＝Ｖｙ_flow
　この数式は、車両の横すべりによる横移動速度Ｖβと、重心周りの回転角速度による前
方注視点の横移動速度ｄ・γとの総和が画像で捉えた前方注視点Ｐのオプティカルフロー
の横方向成分として現れることを意味している。換言すれば、オプティカルフローの横方
向速度成分は、車両の横滑り運動と回転運動の拘束関係を示すことになる。
【０１３６】
　一方、定常円旋回時において、スリップ角βとヨーレートγは、以下のように定義され
る。これらについて、上述した図５を参照して説明する。
【０１３７】
　車両各部のサイズ等が、図５に示される関係、すなわち、車両質量［ｋｇ］がＭ、ホイ
ールベース［ｍ］がＬ、車両重心と前輪軸との間の距離［ｍ］がＬｆ、車両重心と後輪軸
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との間の距離［ｍ］がＬｒであるとする。そして、車速がＶ［ｍ／ｓｅｃ］、舵角がδ［
ｒａｄ］、前後輪のタイヤコーナリングパワーがそれぞれＫｆ、Ｋｒ［Ｎ／ｒａｄ］だと
すると、これらを基に旋回半径ρを表すと、上述した数式３６になることが知られている
。
【０１３８】
　また、旋回半径ρは、車速Ｖおよびヨーレートγとから、数式３５のように表すことが
できることから、数式３５と上記数式３６とから、ヨーレートγは、数式４５のように表
されることが判る。
【０１３９】
【数４５】

　同様にして、定常円旋回時におけるスリップ角βを表すと、次式のようになる。
【０１４０】
【数４６】

　なお、数式４６において、Ｋは次式のように定義される。
【０１４１】
【数４７】

　したがって、数式４５と数式４６との関係から、数式４８が導き出される。また、回転
角速度による前方注視点の横移動速度ｄ・γと横滑りによる横移動速度Ｖβとは比例関係
にあり、横移動速度Ｖβが横移動速度ｄ・γに対して所定の勾配αで増加する関係にある
。このため、数式４８は、さらに、横移動速度Ｖβが横移動速度ｄ・γに対して勾配αで
増加するという式としても表される。
【０１４２】
　（数４８）
　Ｖβ＝（１－ＫＶ2）Ｌｒγ
　　　＝α・ｄ・γ
　ただし、α＝（１－ＫＶ2）Ｌｒ／ｄである。
【０１４３】
　そして、この数式４８と上記した数式４４とから、拘束状態における車両の横すべりに
よる横移動速度Ｖβおよび重心周りの回転角速度による前方注視点の横移動速度ｄ・γは
、数式４９、５０のように表される。
【０１４４】
【数４９】

【０１４５】
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【数５０】

　したがって、数式４９に基づき、オプティカルフローＶｙ_flowからヨーレートγを導
出すれば、その導出したヨーレートγに基づいて数式３５を用いて仮想旋回半径ρを求め
ることが可能となる。これにより、第１実施形態における仮想旋回半径ρを演算すること
が可能となり、この仮想旋回半径ρを用いて、第１実施形態と同様に車軸トルクの補正値
を求め、補正後要求トルクを求めることが可能となる。
【０１４６】
　ところで、車載カメラ１６が撮影した画像における画像データ中には、対向車や近隣の
人などのデータが含まれている場合がある。このような場合には、単に第１実施形態と同
様の手法によって仮想旋回半径ρを求めるのではなく、対向車や近隣の人に合わせて、そ
の仮想旋回半径ρを求めることも可能である。
【０１４７】
　例えば、図１１のような場合を想定してみる。この図１１（ａ）に示されるように、対
向車が存在する場合に自車両の左前方の人を避けるべく自車両を中央ライン側に移動させ
る場合、自車両が対向車線にはみ出さなくても、その対向車のドライバに威圧感を与えて
しまい兼ねない。したがって、このような場合には、図１１（ｂ）に示されるように、対
向車から見て、急な旋回を行わずにその人を避ける、つまり自車両が横にスライドするよ
うな動きをしているようにした方が、自車両が対向車線にはみ出しそうに見えず、対向車
のドライバに与える威圧感を少なくすることができる。
【０１４８】
　このため、画像データ中に対向車が存在し、その対向車が自車両から所定距離以上離れ
ているような場合には、回転運動よりも横方向の並進運動が優先されるような仮想旋回半
径が設定されるのが好ましい。逆に、所定距離以内に接近しているような場合には、横方
向の並進運動よりも回転運動が優先させるようにし、より安全に対向車や人を回避できる
ような仮想旋回半径が設定されるのが好ましい。
【０１４９】
　また、高速走行中と低速走行中とでも、仮想旋回半径として好ましい設定は異なる。す
なわち、高速走行中には、車両がノーズを振るように曲がって車線変更する場合と、車両
が横にスライドするような感じで車線変更する場合とで、ドライバに対して与える印象が
異なる。この場合、車両が横にスライドするような感じで車線変更する方がドライバに対
してより安心感を与える。
【０１５０】
　逆に、低速走行中には、車両がきびきびと曲がった方が、ドライバに対して車両を旋回
させやすいという印象を与える。
【０１５１】
　これらの観点に鑑みて仮想旋回半径が設定されるように、以下の手法により仮想旋回半
径の設定を行うのがより好ましい。
【０１５２】
　まず、数式４９、５０において、αは、定常旋回時における幾何学的関係から導かれた
値であるため、任意の状態に拡張するため、数式４８の関係を以下のように置き換える。
【０１５３】
　（数５１）
　Ｖβ＝α’・ｄ・γ
　　　＝ｋα・ｄ・γ
　なお、α’＝ｋαであり、ｋは調整ゲイン定数である。
【０１５４】
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　この数５１と上記数式４４とに基づいて、任意の走行条件における車両の横すべりによ
る横移動速度Ｖβおよび重心周りの回転角速度による前方注視点の横移動速度ｄ・γを表
すと、数式５２、５３のようになる。
【０１５５】
【数５２】

【０１５６】
【数５３】

　また、数式５２から、ヨーレートγが数式５４で表され、数式５３からスリップ角βが
数式５５のように表されることが判る。
【０１５７】
【数５４】

【０１５８】
【数５５】

　これらの数式より、ｋ＞１（α’＞α）の場合には、横滑りによる横移動速度Ｖβ＞回
転角速度による前方注視点の横移動速度ｄ・γとなり、横並進運動が優先される制御形態
となる。また、ｋ＝１（α’＝α）の場合には、横滑りによる横移動速度Ｖβ＝回転角速
度による前方注視点の横移動速度ｄ・γとなり、定常状態の旋回半径が設定される制御形
態となる。そして、ｋ＜１（α’＜α）の場合には、横滑りによる横移動速度Ｖβ＜回転
角速度による前方注視点の横移動速度ｄ・γとなり、回転運動が優先される制御形態とな
る。
【０１５９】
　したがって、画像データ中に含まれる内容に基づいて、ｋの値を調整すれば、横並進運
動が優先される制御形態か、定常旋回か、もしくは回転運動が優先される制御形態かを適
宜選択することが可能となる。
【０１６０】
　このため、ｋを車速Ｖおよび操舵角δの関数｛ｋ＝ｆ（Ｖ、δ）｝として定義し、車速
が大きくもしくは操舵角が小さくなるほど横並進運動が優先され、車速が小さくもしくは
操舵角が大きくなるほど横並進運動が優先されるようなｋが設定されるように、この関数
を設定する。
【０１６１】
　これにより、画像データ中に対向車や人などが存在する場合には、自車両の走行状態と
前方障害物との距離等に応じて横並進運動と回転運動の拘束関係を自在に操作することが
でき、対向車や人に与える威圧感を少なくすることができる。
【０１６２】
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　なお、このような制御を行った場合、制御中における各状態量のタイミングチャートを
シミュレーションにより求めると、図１２のように示されることになる。この図に示され
るように、上述のような目標旋回半径の設定を行った場合には、補正後要求車軸トルクが
制御なしの場合と比べて、定常偏差を持つものとなる場合もあり得る。
【０１６３】
　（他の実施形態）
　上記実施形態では、エンジン１が発生させるエンジンパワーを制御するものとしてエン
ジンＥＣＵ２を例に挙げて説明したが、エンジンＥＣＵ２といったエンジン専用にＥＣＵ
を設けるのではなく、エンジン以外の装置の制御も統合して行う統合ＥＣＵ、例えば、エ
ンジン、トランスミッション、ブレーキそれぞれの制御を統合して行うものがある。この
ような統合ＥＣＵによって、上述したようなピッチング振動を除去するように駆動車軸ト
ルクの調整を行うことも可能である。
【０１６４】
　一方、上述したエンジンＥＣＵ２によって実現される各手段は、近年に見られるような
、ネットワーク上に配備された複数のＥＣＵで構成される分散環境上のいかなるＥＣＵで
実現されてもよく、また複数のＥＣＵに機能分割して実現されるものであっても構わない
。
【０１６５】
　なお、上記実施形態では、ドライバが要求する駆動力（要求駆動力）として、基本要求
駆動力の物理量となる基本要求車軸トルクを求め、この基本要求車軸トルクを補正するこ
とによって得た補正後要求車軸トルクを最終的な要求駆動力としているが、この他の物理
量として駆動力を求めても構わない。
【０１６６】
　また、上記実施例では、駆動力補正手段として動力源であるエンジンの出力を操作する
ものとしているが、必ずしもこの限りではなく、駆動軸トルクを能動的に操作することの
できる補助動力源や補機類等の負荷を利用してもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１６７】
【図１】本発明の第１実施形態における車両安定化制御システムの概略構成を示す図であ
る。
【図２】エンジンＥＣＵの概略を示すブロック図である。
【図３】定常状態での前輪および後輪それぞれの静荷重を示した振動モデルの図である。
【図４】道路勾配による前後輪接地荷重の変化量を示したモデルの図である。
【図５】車両各部のサイズを示した模式図である。
【図６】（ａ）は、車両が旋回しているときの経路を示した図であり、（ｂ）は、車両が
旋回しているときの車速と旋回半径との関係を示した相関図である。
【図７】駆動軸トルクの変化に対する各状態量の様子およびスタビリティファクタの変化
についてシミュレーションした結果を示した図である。
【図８】本発明の第２実施形態における車両安定化制御システムの全体構成を示した図で
ある。
【図９】（ａ）は、車両が横方向へ並進運動のみを行ったとした場合のオプティカルフロ
ーを示した図であり、（ｂ）は、車両が回転運動のみを行ったとした場合のオプティカル
フローを示した図である。
【図１０】車両の前方中心位置のうち距離ｄの位置を注視点Ｐとして設定し、所定時間後
に車両の移動に伴って注視点がどのように移動するかを示した図である。
【図１１】車載カメラの画像データ中にと車両が走行する軌道を示した図である。
【図１２】駆動軸トルクの変化に対する各状態量の様子およびスタビリティファクタの変
化についてシミュレーションした結果を示した図である。
【図１３】ピッチング振動による駆動（加速）時のスコート、制動（減速）時および操舵
（旋回）時のノーズダイブを示した図である。
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【図１４】ピッチング振動と前後輪接地荷重および前後輪コーナリングパワーの関係を示
したタイミングチャートである。
【図１５】バネ上振動モデルの模式図である。
【符号の説明】
【０１６８】
　１…エンジン、２…エンジンＥＣＵ、２ａ…基本要求トルク算出部、
　２ｂ…推定車軸トルク算出部、２ｃ…前輪車輪速度算出部、
　２ｄ…推定道路勾配算出部、２ｅ…操舵角算出部、２ｆ…前輪走行抵抗外乱推定部、
　２ｇ…前後輪静的接地荷重演算部、２ｈ…仮想旋回半径推定演算部、
　２ｉ…目標値演算部、２ｊ…制振補正制御部、３…アクセルストロークセンサ、
　４ａ、４ｂ…前輪用車輪速度センサ、５…舵角センサ、６…吸入空気量センサ、
　７…エンジン回転センサ、８…ナビゲーションＥＣＵ、１０ａ、１０ｂ…前輪、
　１２…トランスミッション、１３…週減速装置、１４…駆動軸、
　１５ａ、１５ｂ…後輪、１６…車載カメラ（画像認識手段）。

【図１】 【図２】



(26) JP 4161923 B2 2008.10.8

【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１４】 【図１５】
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